
保健環境科学研究所 調査研究課題等検討委員会設置要綱 

 

制  定 平成12年９月１日 

最終改正 令和７年９月８日 

 

 （設置） 

第１条 保健環境科学研究所における調査研究及び試験検査の総合的かつ効果的な推進を図るこ

とを目的として、保健環境科学研究所調査研究課題等検討委員会（以下「委員会」という。）を

設置する。 

 

 （組織） 

第２条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員長は、健康福祉部長をもって充てる。 

３ 副委員長は、環境生活部次長をもって充てる。 

４ 委員は、別表に掲げるものとする。 

５ 外部委員は、学識経験者をもって充て、委員長が選任し、任期は２年とする。 

 

 （業務） 

第３条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。 

(1) 調査研究の基本的事項に関すること。 

(2) 調査研究の課題設定及び評価に関すること。 

(3) 調査研究と行政施策等との調整に関すること。 

(4) 前各号に掲げるものほか、目的達成に必要な事項。 

 

 （会議） 

第４条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 委員会は、原則として年１回開催するものとする。 

３ 委員長は、必要に応じて、委員以外の者の出席及び意見を求めることができる。 

４ 委員が欠席する場合は、代理者を出席させることができる。 

 

 （事務局） 

第５条 委員会の庶務は、保健環境科学研究所において処理する。 

 

 （その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成12年９月１日から施行する。 

 この要綱は、平成15年４月１日から施行する。 

 この要綱は、平成15年11月１日から施行する。 

 この要綱は、平成17年４月１日から施行する。 

 この要綱は、平成18年４月１日から施行する。 

 この要綱は、平成20年５月21日から施行する。 

 この要綱は、平成23年８月11日から施行する。 



 この要綱は、平成24年４月27日から施行する。 

 この要綱は、平成25年４月15日から施行する。 

 この要綱は、令和７年９月８日から施行する。 

 

[別表] 

 

調 査 研 究 課 題 等 検 討 委 員 会 委 員 

部 局 役 職 名 

 

 健康福祉部 

 

 

 健康福祉部長［委員長］ 

 医療統括監 

 委員長が選任する課長 

 保健所長会代表所長 

 

 

 環境生活部 

 

 

 環境生活部次長［副委員長］ 

 委員長が選任する課長 

 

 

 外部評価委員    （保健部門） 

           （環境部門） 

           （県民代表） 

 

 

 委員長が選任する者２名 

 委員長が選任する者２名 

 委員長が選任する者２名 

 

                       [事務局]：保健環境科学研究所 

 


